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松　本　彩　月
Satsuki MATSUMOTO

はじめに
多胎育児とは双子以上の子どもを出産し，

育児を行っている状況を示している。現在日
本は少子化に伴い，分娩件数が減少している
ものの，複産と呼ばれる多胎の出産の割合は，
過去20年を遡ってみても約1％と，大きな変
化は見られない1）。その様子をグラフに示し
たものが表1である2）。複産と呼ばれる多胎
の出産の割合が，一定の割合である約1％で
推移している状況がわかる。

一方で，子どもを育てる環境は多様化して
いる。共働き世帯は専業主婦世帯を上回り，
働く母親には欠かせない保育所・学童の待機
児童問題は継続中である。そして，長時間労
働，ワークライフバランスの見直しは2019
年4月から施行されたばかりの働き方改革関
連法でどのくらいの効果があるのかは分から
ず，女性の社会進出，未婚化，晩婚化，晩産
化，といった社会的な状況と少子化対策は未
だ結びついていない。

表1　単産・複産別にみた年次別分娩件数

人口動態調査「単産ー複産（複産の種類・出生ー死産の組合せ）別にみた年次別分娩件数」より筆者作成
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しかし，労働環境や子どもを育てる環境の
改善が劇的に見られない中でも不妊治療の件
数の増加は著しい。不妊治療の経緯としては，
1949年に人工授精が始まり，その後1983年
から体外受精が，1992年には顕微受精が行
われるようになっている。子どもを望む女性
に対する医療の進歩は目覚ましく進歩してい
るという現状に加え，年々その人数は増加傾
向に有る。日本で2015年に行われた体外受
精は42万4151件で，新生児の約20人に1人
に当たる5万1001人が体外受精で生まれてお
り，治療件数も出生数も過去最多を更新して
いる3）。このような増加は晩婚化などを背景
として，子どもを欲しいと思った年齢には妊
娠しづらい状況が発生し，妊娠をする為の治
療に関わる女性が増えているとみられ，今後
も増え続ける可能性が指摘されている。
そして，多胎児はこの不妊治療とも関わり
があるとされている。1987年まで，日本で
は自然状態で一卵性の双子が出産1000に対
し4，二卵性の双子の出産が2という状態だっ
た。この自然状態において，一卵性の出生率
が二卵性を上回っている状態は，世界的に見

て稀な状態であり，双子の出生を世界全体で
見ると，黄色人種は少なく，日本では二卵性
の出生率が低かったため，双子全体の数が多
いとは言えない状態だったといえる4）。そこ
から，表2に示すように，体外受精の本格化
が始まると，不妊治療の影響により二卵性の
出生率が急激に上昇し，1995年あたりで逆
転する。従って，日本において二卵性が一卵
性を上回り始めたのは，つい20年前から，
ということになる。これが，「双子はそっく
りである」というイメージと強く結びついて
いることになる5）。従って，これらは現在の
育児世代，そして祖父母の年代で，双子は
そっくりで同じように育つ，といった意識を
もっていることに繋がっている。そして，こ
のような不妊治療が進む状況の中で，現在は
二卵性の出生率が多胎児の3分の2，そして
多胎児の母親は単胎児の母親よりも年齢が高
く，その約60％が初産婦という結果がある6）。
このように，年々多胎児の割合は増加傾向
にある事が読み取れるが，多胎児に特化した
国の政策はほとんどない。従って未だ，社会
的な意識として多胎育児者は社会的少数者で

表2　卵生別出産率年次推移

大木秀一「多胎家庭支援の地域保健アプローチ」P.28
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あるマイノリティであって，更にはその育児
の内容が多胎育児者以外に多く知られていな
いのが現状である。
2018年1月，愛知県豊田市において三つ子

の母親がその一児を死なせた虐待死事件は記
憶に新しいが，事件後の愛知県では多胎育児
の過酷な実態が少しずつ報道され，県下では
多胎育児環境の転換期を迎えつつある。虐待
に関していえば，多胎児は単胎児に比べ，約
2.5～4.0倍の割合で虐待死亡事案が発生して
いるといわれている7）が，今回の事件を契機
に，一時の報道に収まらず，多胎児の過酷な
育児を広く社会が継続して知ることと同時に
理解を得ること，そして，母親が過酷な育児
故に罹患してしまいやすい，うつ症状を分け
て考え，啓発及び再発防止に尽力しなければ
ならない。従って，本稿では多胎育児支援に
焦点を当て，なかでも多胎児の分娩数が多い，
ある政令指定都市で実施した多胎育児サーク
ルの実態調査結果をもとに，その支援の実態
と課題を明らかにしたい。第1節では，多胎
育児の現状を明らかにし，未就学の多胎育時
期に関連した公的な制度を述べる。そして第
2節で，ある政令指定都市で行なった多胎育
児サークルの実態調査を紹介し，課題を明ら
かにする。最後に第3節で多胎育児支援の展
望を考察したい。また，筆者は双子の母親で
あることから，当事者視点からも考察を行
う。　

1 ．多胎育児と支援
1-1．多胎育児の現状
多胎育児は年子とは違い，予測のつかない
まま双子，三つ子などの母親になる。もしそ
れが初めての妊娠・育児であったならば，既
に一人の育児の経過を約一年見ている年子と
は状況が明らかに異なる。現代の医療におい
ては妊娠期8週頃から，多胎であるかどうか

が分かる。多胎児である事を医師が告げる際
に，どれだけの不安が妊婦には伴い，医師は
どのように配慮するべきかの研究はほとんど
行われていない。そのような中で，妊娠の告
知とともに知らされる多胎妊娠期のリスクは
多胎妊娠における最初の育児不安を生み出し
ているとも言える。
多胎妊娠の妊婦の中において，特に胎盤を
共有する一卵性の場合は胎児の栄養の偏りが
見られやすい事から医学的リスクが高いとさ
れ，出産可能施設が限られている。このよう
な妊婦は設備の整った都市部への病院へ検診
に通わなければならなくなる事が多い。これ
らのことから経済的及び身体的に負担がかか
ることが推測され，更には，近隣居住地域に
こうした管理入院が可能な施設がなければ，
多胎妊娠者は地域のみならず家族からも長期
間孤立する事になる。管理入院とは，出産を
控えた状態で早産の可能性や産道が短くなる
ことにより，安静に病院で過ごす為の措置で
あるが，このような管理入院が続けば，妊娠
期から居住地近郊の多胎育児経験者の集まり
や近隣からの情報が得られにくいと予測でき
る。しかし，この管理入院は多胎妊娠者の約
７割が経験するといわれているため8），ほと
んどの多胎妊婦がその状況下に晒されること
になる。そしてこのように身動きができない
状況での情報収集はインターネットに頼らざ
るを得ないといえる。
そして妊娠初期から管理入院を繰り返した
り，体調不良が続いたりした場合，多胎妊娠
に対する職場の配慮のなさ，もしくは無理解
さを感じることで就業意欲が低下し，以下に
述べるAさんのように退職する母親もいる。

「妊娠初期から出血が続いて子どももど
うなるかわからない時に，入院する事に
なって，仕事もあまり休めないし，子ど
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もと仕事の事を考えていたら気分がおか
しくなってしまって，退院したけれど出
血は続いていてしまって。また入院，っ
ていうことになって…」
「小さな会社だったから周りに迷惑をか
けられないし，負担がどんどん重なって
しまうから結局辞めました。」
「会社の人も，そうだよね，って。」9）

Ａさんは，不妊治療でやっと授かった子ど
もを無事に出産できるのかという不安，無事
に産めないかもしれないのに仕事は辞めなけ
ればならないのか，というジレンマを抱えて
いた。多胎妊娠者だけのケースとは言えない
が，就業環境の社会的な保護と多胎妊娠リス
クの情報の普及がなされない限り，こうよう
なケースは多いと予測される。
また，多胎児を妊娠すると，早産による低
出生体重での出産の可能性が大きい。厚生労
働省は2500 g以下の赤ちゃんを低出生体重児
と定義しているが，例えば2012年において
単胎児は4.8%，多胎児は55.4%が早産であり，
低出生体重児は，単胎児は8.3%，多胎児が
72.9%であるという統計がある10）。多胎児に
おいて，どの体重・出産周期を正期とするか，
近年指標が示されてきているが，多胎育児用
の公的な母子手帳はないため，単胎児の出産
の標準と多胎児の出産状況を比較するという
意識は未だ根強いと考えられる。また，医療
の進歩により早産・低体重に伴う周産期死亡，
乳児死亡は大きく減少しているが，多胎児に
おいては未だリスクが高い。妊娠満22週以
降の死産率は単胎児と比べて4-5倍，早期新
生児死亡率は6-7倍，乳児死亡率は5倍となっ
ているのに加え11），正常範囲内でも成長が遅
れる事がある12）。
母親の出産後の医学的リスクとしては，産
後の肥立ちが遅れる場合や，腰痛など持病が

悪化する場合があるといわれている。多胎出
産の場合帝王切開が7割程であり経膣分娩で
あっても母体への多胎妊娠の負担は大きく，
母体の回復は遅いといわれている13）が，こ
の周知はあまりされていないために，単胎児
を出産した妊産婦と同様の扱いをされがちで
ある。さらには，双子ならば1日約16回，三
つ子ならば1日約24回の授乳は，疲弊した体
の体力消耗に加え確実に睡眠不足になること
から，育児の困難さや不安の拡大につながり
かねない。
また，同時に出産した二人の赤ちゃんの存
在を考えると，経済的に厳しくなるのは容易
に想像がつく。だれもがこれから産まれてく
る赤ちゃんの為に必要な衣類やおむつなどの
生活品を準備するが，ほぼすべて2倍の計算
になる。更には母乳育児が必ずできるわけで
はないため，粉ミルクの購入も必要になるこ
とが多い。粉ミルクが必要になるのであれば，
単胎児の倍の哺乳瓶も必要になり，夜中に何
度も2人分の哺乳瓶を洗う気力はないことか
ら，その分のストックも必要になる。このよ
うに多胎児が産まれる場合，ほぼすべての準
備品に2倍の準備金，ないしはそれ以上のお
金が必要になる。前述のAさんも仕事を辞め
る事に対しての不安が見られたが，多胎児を
妊娠するという予測のつかない妊娠は，育児
に対する不安だけでなく，出産後の経済的な
不安をももたらしている。この点に関して横
山美江は先行研究において，単胎児家庭より
も多胎児家庭の方が経済的不安を抱えた多胎
児家庭が多く存在している事を明らかにしてい
る14）。
そして現在，保育所・学童の設備的・人員
的な充実や保育料等の教育にかかる資金の補
助費用への要望は強い。特に経済的な問題は
前述のように同時に費用がかかる多胎育児に
とって切実な問題である。従って，多胎を妊
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娠・出産したことで働こうと考える母親もい
ることは想像がつくが，保育園に入所を希望
する際，「多胎」ということで加点される自
治体は，現時点でごく一部にすぎない。先述
した豊田で起きた事件の母親も保育園入園の
相談をしているが，年度途中を理由に三つ子
が揃って入園できず，次年度に持ち越されて
いた15）。経済的不安を解消するためにも働き
に出たいと考える母親は多いが，実際にすぐ
保育園に預けることが可能な状況ではない。
従って，母親が必ず仕事を見つける事を前提
として，多胎家庭における加点制度の普及が
望まれる。
子育ての経済的支援の中でも，社会保障の
分野では児童手当，児童扶養手当，特別児童
扶養手当があるが，多胎育児に対して特化し
た経済的支援は存在しない。現在児童手当制
度は2019年時点で，中学修了までの国内に
住所を有する児童に対して，0歳児から3歳
児まで毎月一律15,000円，3歳から小学校修
了まで第一子及び第二子は毎月10,000円，第
三子以降は毎月15,000円手当を支給してい
る。このような年収960万未満の子育て家庭
に直接金銭的支援が受けられる制度は児童手
当のみであり，それに多胎児への加算はない。
このような子育てにかかる経済的な状況とし
て，単胎児の年間子育て費用に関する具体的
な調査によると未就学児（未就園児と保育所・
幼稚園児）を養育する年間子育て費用総額は
1,043,535万円と算出されている16）。兄弟間
のように生活用品や衣類の譲り合いが難しく，
全てを同時に出費しなければならない多胎育
児家庭にとって，年間子育て費用は倍の約
200万円と想定できるが，教育費用の高騰や
非正規社員の拡大により，急な多額の出費へ
の備えが十分に整っている家庭が多いとは考
えにくい。多胎児を産む確率は上昇している
のに対し，経済的対策となる補助制度はない

のが現状であることを考えると，多胎育児家
庭の経済状況は大変厳しいものになると推測
される。横山の多胎児家庭を持つ母親への
ニーズ調査では，育児上の問題として感じる
項目の中で，経済的な負担を感じている母親
は，単胎児は46.2％に対し，多胎児の母親は
71.6％である17）。更に，公的サービスとして
多胎児の母親の77.7％が多胎児用の育児手当
を求めている18）。しかし，手当として多胎育
児家庭に特化したものはなく，現在も多くの
多胎育児家庭が経済的不安を抱えている。
そして多胎育児に関する経済的不安に加
え，多胎児ならではの育児不安が存在してい
ると考えられる。それは，月齢が同じ乳幼児
の発達を同時にみることで子どもたちを比較
し，その個体差に不安が生じるということで
ある。現在もなお，年子と双子は比較の対象
にされやすいが，出産の予測がつく年子に対
して，自分が双子の母親になる事は前もって
予測ができない。予測ができないまま，双子
の母親になり，それが初めての育児であった
ならば，既に一人の育児の経過を一年見てい
る年子とは状況が明らかに異なる。
経済的不安，多胎児ならではの比較による
不安に加え，多胎児を連れての外出は不安が
大きい。同じ月齢の二人の赤ちゃんを連れて
外出するという事は，多胎育児者にとって，
深刻な悩みの一つである。その理由は大きく
分けて三つあると考える。
第一に，運搬手段的要因である。多くの場
合，乳幼児を育てる多胎育児者は「ツインベ
ビーカー」を利用している。ツインベビーカー
とは，主に双子や年子を同時に運ぶ事ができ，
子どもを前後に乗せる縦型，左右に乗せる横
型のタイプに分けられる。2019年9月11日
のインターネットショッピングサイト楽天の
「ベビーカー人気ランキング（二人乗り）」の
上位10位調べでは，生後1ヶ月から3ヶ月で
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使用可能なベビーカーの総容量は，10 kg～
15 kgのものであり，10 kg未満のツインベビー
カーは生後6ヶ月が過ぎた乳幼児でなければ
使用できない19）。ツインベビーカー自体の重
量に加えて，乳幼児2人分の体重が加わり，
更に2人分の荷物を持つ事になると仮定する
と，ツインベビーカーの重量約15キロ，体
重約10キロが二人，荷物が約2キロ，計約
37キロである。特に粉ミルクの育児であっ
た場合は，白湯の準備や出かける時間の長さ
により授乳回数分×2人分の哺乳瓶・ミルク・
お湯の準備が必要であることからも，さらな
る重量の荷物を抱える困難さがある。
このツインベビーカーにおいては，幅の問
題もある。同様に人間を運搬する乗り物とし
て車椅子があるが，車椅子の規格は70セン
チ以下であることが日本工業規格（JIS）によっ
て決められている。一方，先述した上位10
位内の横並びツインベビーカーは輸入商品も
購入できるため，約70センチから77センチ
となっている。運搬的な観点からバリアフ
リー化された環境下では問題がないが，小さ
なスーパーや幅の狭い駐車場では扱いにくい。
第二に，環境的要因である。約37 kgほど
もある重量のあるツインベビーカーを押すに
際し，母親が一人で段差を乗り越えるのは非
常に厳しい。例えば，階段でしか移動ができ
ない場所では，母親一人で子ども二人が乗っ
たままのツインベビーカーを持ち上げる事は
不可能に近い。新しい場所に出かける際は，
移動手段などを事前にインターネットででき
る限り調査するなどの情報収集は必要不可欠
であり，一人での移動は不安がつきまとう。
公共交通機関を利用する場合であれば，駅か
ら目的地までの距離やエレベーターの有無，
地形，といった物理的な条件をまずクリアで
きるかどうかという事前の入念なチェックが
必要である。一方で自家用車であっても駐車

場の確保ができるか，立体駐車場で安全に子
どもを降ろす事ができるかどうかなどの不安
がつきまとうのである。例えばベビーカーを
車から降ろし，双子の一人を乗せた横幅の広
いツインベビーカーを置き去りにしたまま，
母親だけが反対側に行きもう一人を載せる，
といった行動は大変危険である。一人を乗せ
たベビーカーごと反対側に運ぶ必要があるた
め，駐車場のスペースに余裕がある場所でな
ければ，乗せること下ろすことに大きな危険
を伴う。更に，これらに付随して天候という
環境条件にも左右されやすい。一人の赤ちゃ
んであれば，抱っこやおんぶといった方法で
外出する方法もあるが，荷物を抱えた母親が
一人で双子，三つ子の赤ちゃんを抱く事は難
しい。また，雨ざらしの駐車場での乗降車も
同じである。
第三に，人員的要因である。一人で二人の
赤ちゃんを連れ，二人が同時に泣いてしまっ
た場合の対処はどうするのか，健診や予防接
種時の対応は一人では難しい，などの実質的
な人員不足が生じる可能性がある。父親が育
児に協力的な場合，近隣に親族が居住し，育
児への協力が得られる場合などはこのような
不安は生じにくいが，すべての多胎育児家庭
が家族や親族から全面的な協力を得られてい
るとは考え難い。外出したいと思ったとして
も，一人で対応する自信がない場合や，一人
での外出が環境的に不可能だと想像した場
合，外出を控えるケースもあると考えられる。
多胎児との外出の困難さを調査した横山
は，単胎児家庭との比較研究の結果，表3の
ように，子どもを連れての外出や母親の外出，
子どもが病気をした時の通院及び健診や予防
接種時の人手不足に問題を感じている母親
は，単胎児の母親よりも多胎児の母親の方が
高いことを明らかにしている20）。
このように，多胎育児家庭では外出に消極
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的になりがちになるが，病気などの外出せざ
るを得ない状況に自分しか病院へ連れて行く
事ができない場合，先述した外出の3つの困
難を抱えながら育児者は出かけている。一方
で，その外出困難さから家に閉じこもりがち
になる傾向も多いことが推測される。
このような経済的かつ外出の困難さ，子育
ての大変さを抱え，虐待という最悪な状況も
多胎育児家庭には発生しやすい。先述したと
おり多胎育児家庭の虐待発生率は単胎児の
2.5～4.0倍高く，そのほとんどの加害者は実
母であるという21）。更に，0歳児が多い22）と
いう事からも，特に乳幼児期の母親の負担が
重い事が分かる。では，このような過酷な多
胎育児の現状に対して，公的な支援は現在ど
のようなものとなっているのか。

1-2．多胎育児の公的支援
多胎児を妊娠している間の妊娠期の国の支
援策の一つとしては，2017年，厚生労働省
が「産前・産後サポート事業ガイドライン」
を作成し，その対象者の中に社会的な支援が
必要である妊産婦として「多胎」の二文字が
含まれている。産前・産後サポート事業の事
業目的は「不安や生活上の困りごと等を軽減
すること（家事支援は除く。）」23）としており，
実施主体は市町村である為，居住区での実施
状態をよく把握する必要がある。これに加え
て産前・産後ヘルプ事業というものもあるが，
こちらも各市町村に委ねられている為，居住
区での事業の確認が必要である。ヘルプ事業

は家事支援が含まれており，利用期間は多胎
育児者の方が長く設定されている場合が多い。
例えば名古屋市に於いては利用期間を，母子
手帳交付後から出産後6カ月以内としている
が，多胎に関しては1年以内としている。し
かし，その申し込み期間は，最低でも2週間
前となっており急な利用申請は調整が難しい
為，体調管理が難しい多胎妊婦の利用申請は
計画的に行う必要があることを周知する必要
があるだろう。さらに2019年4月より国民年
金保険料の産前産後期間の免除制度として，
通常4ヶ月間の免除期間のところ，多胎妊娠
者に対しては半年間の免除期間が与えられる
ことになった。開始したばかりの制度であり，
どのくらいの多胎妊娠者が利用するのかわか
らないが，早産率が高く，産後の疲労度の高
い多胎妊婦にとって今後利用の拡大が期待さ
れる制度であると言える。
次に，産後多胎育児に特化して支援する代
表的な事業としては，国からの委託事業とし
て公益社団法人全国保育サービス協会が受託
している「ベビーシッター派遣事業」がある。
これは，シッターサービスの利用を助成する
ものであるが，単胎家庭と多胎家庭に支援内
容が分かれており，多胎家庭は，特別な理由
を除き年度内2回まで，1回につき9000円を
限度として行う（三つ子は18000円），とい
うものである。産後，同じ月齢の二人以上の
赤ちゃんを育てる上で，双子，もしくは三つ
子は性格から食事の回数から寝る時間まで，
全く同じペース・バランスの人間であるはず

表4　

単胎児の母親 多胎児の母親
子どもが病気をした時の通院に問題がある 41.4% 80.9%
健診や予防接種時の人手不足に問題がある 11.4% 60.8%
子どもを連れての外出に問題がある 48.5% 73.5%
母親の外出に問題がある 36.5% 47.5%

横山美江他「多胎児をもつ母親のニーズに関する調査研究」『日本公衆衛生誌』第51巻第2号より作成
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授乳・昼寝・道中の段差・同時に子どもが泣
いた場合の対応等，事前の物的・心理的準備
は計り知れない。産後すぐの体力低下の中，
外出先での不測の事態を物理的に手が足りな
い状況で一人で処理しなければならない不安
を抱えながら健診に向かう状況の支援の必要
性は非常に高い。こうした中，一部自治体で
は，健診同行サービスとして市町村から委託
を受けた団体から，同じように多胎児を育児
した母親を派遣し，多胎育児者に付き添う支
援を行っている。同じ多胎育児者が付き添っ
てくれることに物理的・心理的不安の解消に
直接つながるものと言える。しかし，未だ全
ての都道府県及び市町村でこのような支援を
受けることができるわけではない。
新生児期が過ぎ，小学校入学までの間を未
就学期として，多胎育児家庭に対して特化し
た公的な支援は存在しない。そのような状況
の中で，最も身近な支援として「多胎育児サー
クル」が存在する。「多胎育児サークル」とは，
双子以上の多胎児とその親が集まり，情報交
換などを行う集まりの事を指し，対象は主に
未就学の多胎児家庭であり，多胎育児サーク
ルの活動主体としては，行政が主催する活動
と自主的な活動と大きく2つに分けられる。
行政では保健所や保健センターが主催するも
のが多く，一方で自主的な活動では，輪番制
で代表を務めている場合と，一人が永続的に
代表を務めている場合がある。
2015年7月に多胎育児サークルの主催者な
どへのインタビュー調査を実施した25）。その
後，同サークル内資料の情報収集を行い，
2005年1月のサークル内資料に，「行政に望
む事」として次のような事が記載されていた
ことがわかった。

① 　多胎児対象の育児講習，相談会，交流会
があるといい。（妊娠時から）

はない。先述のとおり，必ずしも同時には進
まない双子なら１日約16回のミルクを，三
つ子なら１日約24回のミルクを与える上に，
オムツ替え，ねかしつけを無休で行う保育者
の育児支援事業が年にわずか2回では絵に描
いた餅に過ぎない。
産後の地域の訪問型支援策としては，多胎
児に特化したものではないが，母親へのアウ
トリーチとして，母子保健法に基づく新生児
訪問指導や，児童福祉法に基づく乳児家庭全
戸訪問事業「こんにちは赤ちゃん事業」があ
る。これらは，居住地での身近な育児支援と
なる家庭訪問であり，なかでも新生児訪問と
は主に保健師や助産師が行い，新生児の体重，
身長などの発達状況の確認に加え，産後うつ
の兆候がないか，何か困っている事はないか，
などの育児生活上の相談の機会を設けるため
に各家庭に訪問する事業である。　　　
この新生児訪問を受けたＢさんは「（子ど

もたちが）かわいいでしょ？かわいいわね，
かわいいわね，と言うだけで，何も相談する
気が起こらなかった」と言う24）。
この支援自体は多胎育児に特化していない
ため，訪問する保健師は必ずしも多胎育児に
ついて深く学んでいるとは限らない。多胎育
児の困難さや育児方法を理解していないと察
知した事で，保健師が支援の本質にたどり着
いていないことが分かる。内心では，授乳の
方法や睡眠時間の確保の問題，身体的限界を
感じていたとしても，理解や共感を得られな
いと感じた時点で相談が行われない可能性は
高い。
また，産後には母子保健法に基づく乳幼児
健康診査がある。回数や時期は各市町村がそ
れを規定しているが，双子，三つ子の育児者
にとって，その外出には先述したように困難
や不安が伴うものである。育児者一人で同年
齢の乳幼児を2人以上連れて外出をするには，

�
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②�　優遇してほしいとは思わないが，理解や
柔軟さが欲しい。
③�　妊娠時から多胎児に対する育児指導やア
ドバイス（サークルの紹介など）があれば
少し不安もなくなるのでは・・・
④�　母親学級に参加しても資料は他の方と一
緒だったので結局自分で調べた
⑤�　保健婦さんの多胎児に対する知識不足を
感じた
⑥�　母子手帳をもらいに行った時に受付の方
に「双子なの？どこの病院？○○病院ね。
あそこ有名よね。薬使ったんでしょう」と
色々聞かれてつらかった。（他の人に丸聞
こえ）そういう精神的につらくなるような
事をズバーっと言ってほしくないというこ
とも知ってほしい。（妊婦への精神的なサ
ポート）
⑦�　忙しい毎日の中育児に流されてこれでい
いのかといつも不安な気持ちで生活してい
ます。保健婦さんの定期的なチェックがほ
しいです。
⑧�　役に立つ冊子があればいいな
⑨�　保健婦によって随分と意見が違い戸惑う
事があった
⑩�　サークルの存在をもっと親切に教えてほ
しい
⑪�　保健婦さんには年に一度でも交流会に参
加して実際に親の声を聞いてもらえたらい
い
⑫�　三つ子：妊娠初期から出産，育児に至る
まで行政からの情報はほとんどない。
⑬�　行政を介して多胎児の家庭を紹介する等
サポートがあればいい。
⑭�　心の発達も多胎児ならではという所も多
いので，心理学的な講座などもあればと思
う。

 ①～⑭；（原文ママ）26）

これらは，当時のサークルリーダーが参加
者の声をまとめたものである。当時より，妊
娠時からサークルに参加し，情報収集するこ
とが大事だということを当事者達は気づいて
いた事が分かる。また，行政職の理解不足の
指摘や多胎育児者同士の共感を求め，交流の
場をより多く求めているのも読み取れる。
しかし，今回の調査時も保健所からの助言
は特になく，指導も行われていなかった。更
にリーダーは「双子のママが主催しているの
は負担がやっぱり大きい。やってもらえる人
が主にいてくれた方が助かる。」と述べ，多
胎の母親だけでの活動は負担が大きく，行政
からの支援があれば積極的に受けたい様子が
伺えた。また，多胎児が多く生まれる病院で
出産しても，近隣の情報を病院から教えても
らえなかったというリーダー自身の経験から
も，妊娠期からの参加の必要性は高いと考え
ていた。サークル活動に参加した母親12名
中1名のある多胎妊婦は，多胎出産の情報が
それまで無く，サークルに参加し情報を収集
できた事で出産に対する決心がついた，と話
していた。
10年前の資料と，現在のリーダー達の声
を比較すると，10年前と状況がさほど変わ
りない事に気づく。近隣に同じ月齢で，同じ
ように多胎育児をする母親同士を見つけるこ
とが困難な多胎育児家庭にとって，同じ多胎
育児をするもの同士が集まる多胎育児サーク
ルへ参加できる意義は大きい。しかし，その
状況に改善の変化がないという事は，現在も
ピアサポートが多胎育児者にとってどのくら
い重要であるかが未だに理解されていないと
いうことである。　
以上のことから，現在の多胎育児サークル
の実態を明らかにするため，行政が主催する
多胎育児サークルと自主サークルの両者の調
査を行った。

�
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2 ．多胎育児サークルの現状�―Ｚ市調査―
2-1．保健所主催多胎育児サークルの実態
本調査では，多胎育児サークルの実態を明
らかにするため，地域全体で多胎育児家庭に
対する包括支援が未だ行われていない地域を
対象とした。また，人口の少ない地域では多
胎育児者が少ないことを考慮し，人口の多い
県で調査を行う事とした。選定の方法は，県
別人口における多胎分娩数の割合を算出｛県
別人口（2013年）と0-3歳の多胎児（2010年
～2013年）の割合を人口動態調査より筆者
算出｝したところ，秋田が0.0212034%と最
も低く，沖縄で0.0425913%と最も高かった。
なかでも，政令指定都市を含む地域で最も割
合が高いのは0.0400467%であったＡ県であ
ることから，その県におけるＺ市の多胎育児
サークルに着目した。調査後，Ｚ市の多胎育
児サークルには，行政主催のものと，自主的
に活動するものと大きく二つの活動に分けら

れることが分かった。
表4は2014年度に行われていたＺ市保健所
が主催する多胎育児サークルの概要と，Ｚ市
の各保健所が把握し，多胎妊娠者に対して紹
介を行っていた自主的な多胎育児サークルの
有無を表している。調査方法としては，2014
年7月から8月 及び2015年2月に各区の保健
所子育て相談窓口を周り，子育て支援担当者
から直接話を聞き，多胎妊娠者や多胎育児者
に対して紹介していた多胎育児サークルのパ
ンフレットを収集した。また，多胎育児サー
クルに関するパンフレットを収集したものの
中から自主サークルの有無と，保健所で開催
されている活動内容をパンフレットに準じて
一覧にしたものである。
全16区中，保健所主催も自主サークルも
ない区が1区存在し，ｆ区も2014年の時点で，
2015年度より保健所主催の活動が廃止とな
る事が決まっていた。保健所が主催するサー

表4　保健所主催多胎育児サークルの状況

区No. 保健所
主催

自主サーク
ルの紹介

保健所
活動頻度 保健所活動内容 予約 「妊娠中の

方」の記載
a ○ ― 年3回 交流会，情報交換会 要予約 あり
b ― ― ― ― ― ―
c ○ あり 年2回 交流会，親子遊び，地域情報 要予約 あり
d ○ ― 年2回 交流会，親子遊び 要予約 あり
e ○ ― 年4回 交流会 要予約 あり
f ○※1 ― 年11回 交流会，情報交換会 予約不要 あり
g ○ ― 年5回 情報交換（年子可） 記載なし なし
h ― あり ― ― ― ―
i ○ ― 年6回 交流会，親子遊び，情報交換会 記載なし なし
j ― あり ― ― ― ―
k ○ ― 年2回 交流会 要予約 あり
l ○ ― 年6回 交流会，親子遊び 予約不要 なし
m ○ あり 年2回 交流会，情報交換会 要予約 あり
n ○ ― 年6回 交流会，希望者は個別相談 予約不要 あり
o ○ あり 不定期 交流会 要予約 あり
p ○ あり※2 年2回 交流会 要予約 あり

※1：平成27年度より廃止　　　※2：幼稚園が主催
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クルと自主サークルの把握が両方行われてい
る区は，16区中3区しか存在していない。活
動頻度はｆ区が年11回開催していたが，
2015年度より活動自体が廃止されている。
ｆ区及び不定期開催を除くと，年6回の開催
が最大であり，2ヶ月に1度の頻度で開催さ
れているのが全16区中3区という状況である。
一方で，年に2，3回という区は6区存在し，
全体的に活動回数が少ない。内容は多くが交
流会であり，母親同士の情報交換の場となっ
ている。また，これらの活動に参加するには
予約を必要としている区が多かった。「妊娠
中の方」の記載に関しては，10区が参加を
促している。
保健所で開催されている多胎育児サークル
は，設定可能日が少なかった。子どもの体調
や，天候，交通の便や，施設の利便状況，に
左右される多胎育児者にとって，数が少ない
ことはより参加しづらいと思われる。
全区に調査を行なった中で，多胎育児を行
なっている母親にアンケート調査を行うなど，
唯一区独自の冊子を作成して配布しているｉ
区が存在した。この区で開催されている多胎
育児サークルに着目し，保健所が主催してい
る多胎育児サークルで参与観察を行った27）。
次にその結果を紹介したい。

2-2�．保健所主催多胎育児サークル調査実態　
―ｉ区参与観察―
ｉ区の保健所主催の多胎育児サークルの活
動は年に6回開催されていた。参与観察を
行った回の参加者は未就学児の8組であり，
保育士の司会のもと自己紹介，手遊び，本の
読み聞かせ，新聞紙を使った工作教室を行っ
ていた。最後は，子ども達の相手を保健師数
名が行い，他方で保育士を母親達が円状に囲
み，座談会を開き，母親の抱えている悩みを
分かち合う時間が設けられていた。座談会で

の内容は，まず始めに保育士が「何か困って
いる事はありますか？」と問いかけるところ
から始まり，一番ちいさな赤ちゃんを連れて
いる母親へ話をふった。すると，「（二人同時
に与える）食事は（みなさん）どうしている
のですか，離乳食が大変で」といった意見を
基に順に，保育士が母親に声をかけ，それぞ
れの体験談を聞いたり，情報の共有を行って
いた。
ｉ区の多胎育児サークル担当の保健師は，

「このサークルの必要性は感じているが，次
年度の予算がつくかつかないかのぎりぎりで
開催している為，先の事は分からない。だが，
できる限り続けて行きたい」と話してくれた。
しかし実際には，保育士を呼ぶ費用の確保も
ままならないため，年に1度しか呼べないと
言う。また，このサークルは子どものため，
というよりも母親のため，ということを念頭
に置き，子と母親が分かれて行う座談会は毎
回開催している。更に，大学生がボランティ
アなどで来てくれるとよいが，とも話していた。
保健所主催の多胎育児サークルでは，保健
師が多胎育児サークルの必要性を理解してい
ても，予算の問題や，人事異動により，活動
が不安定になる要素を含んでいる事が分かっ
た。
今回の座談会の内容は，「食事」「お風呂」

「トイレ」を双子の育児ではどのように行え
ば良いのか，などであった。これらの情報は，
筆者自身が経験してきた他の多胎育児サーク
ルなどでも，最も母親達が欲しがっている情
報であると感じる。インターネットでの情報
が氾濫している現在，これらの情報はインター
ネット上でも得られるとはいえ，見知らぬ個
人の体験だけでは不十分であって，保健師と
いう専門家を交えた交流の場であるからこそ，
ここで情報を収集する意義が有ると考えられ
る。
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2-3．自主的サークルの実態
多胎育児サークルの活動内容，場所，費用
などについてパンフレットを元に，表5にま
とめた。
Ｚ市内では6つの区の保健所が自主サーク

ルのパンフレットを持っており，多胎妊娠者
や多胎育児者へ紹介を行っていた。6つ中4
つのサークルが月1回開催をしており，保健
所主催のものよりも活動が活発である。活動
内容は保健所主催のものと変わらず，母親同
士の交流を目的としているが，参加費を徴収
しているところが多い。無料の開催場所はｈ
区，ｐ区であるが，ｈ区では保健所と関わり
のある助産師が活動のリーダーを務めていた
為，会場費が免除されている。参加の予約に
ついては，保健所主催のものでは予約が必要

だったが，5つの自主サークルは必要でない。
更に5つの区が妊娠中の参加が可能であった。
自主サークルは，保健所主催のものと比べ，
開催頻度が高いが，会場の確保が困難となっ
ている。また，予約が必要な保健所主催のも
のと比べ，気軽にきてもらえるよう配慮して
あるが，自主サークル自体が少なく，すべて
の活動グループのホームページが存在してい
る訳ではない。自主サークルは居住区に関わ
らず参加が可能であるが，居住区の行政担当
者が他区の自主多胎育児サークルの現状を知
らなければ，育児者がその存在を知ることは
困難である。
この中で，Ｚ市の自主サークルの中でも一
番参加費が高額なｊ区の多胎育児サークルの
調査結果を紹介したい28）。

表5　Ｚ市内の自主的主催多胎育児サークル

区No. 保健所主催
自主
サークル

自主
サークル
活動頻度

自主サークル
活動内容 予約 自主サークル

開催場所
「妊娠中
の方」の
記載

a ○ ― ― ― ― ― ―
b ― ― ― ― ― ― ―

c ○ ○ 年2回
育児講演会，意見交換
会，リサイクル，参加
費１家族1,000円

記載なし 区役所 あり

d ○ ― ― ― ― ― ―
e ○ ― ― ― ― ― ―
f ○※1 ― ― ― ― ― ―
g ○ ― ― ― ― ― ―
h ― ○ 月1回 交流会，無料 記載なし コミュニティセンター あり
i ○ ― ― ― ― ― ―
j ― ○ 月1回 交流会，年間2,400円 記載なし 地域施設 あり
k ○ ― ― ― ― ― ―
l ○ ― ― ― ― ― ―
m ○ ○ 月1回 交流会，1回50円 記載なし 児童館 なし
n ○ ― ― ― ― ― ―

o ○ ○ 月1回 交流会，１回300円，
他年会費 記載なし コミュニティセンター あり

p ○ ○※2 年5回 交流会，無料 要予約 コミュニティセンター あり

※1：平成27年度より廃止　　　※2：幼稚園が主催
出典；各区多胎サークル関連資料より筆者作成
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2-4�．自主的サークル調査実態　―ｊ区参与
観察―
ｊ区の自主サークルでは，毎年リーダーと
サブリーダー約2名が役員として活動し，約
15年継続している。毎月1回開催され，年間
のスケジュールは年度の始めにその年の役員
達で決めている。2400円の年会費は会場代，
お誕生日会，クリスマス会，さよなら会のプ
レゼント，敷物のクリーニング代に当ててい
た。会場費が1回800円かかり，イベントな
どの際に使用する多少大きめの会場は1回
2000円の利用料を支払っている。年会費だ
けでは不十分なため，助成金を申請し年間2
万円を計上した収支簿を付けているという。
この団体はホームページの更新が定期的に行
われ，開催された様子や次回の告知をイン
ターネット上で閲覧する事ができる。また，
会場には敷地内に十分な数の無料の駐車場が
併設されているが，駅からは遠いことから，
気軽に外出ができない多胎育児家庭にとって
は，その利便性は十分とは言えない。参与観
察を行った回のプログラムは座談会，本の読
み聞かせ，手遊び，再度座談会で，会場でお
昼ご飯を食べてから帰宅する人もいた。当日
は12組の多胎児とその母親が参加し，その
内4名が初めて参加した母親であったが，役
員を含め，積極的に話しかけている様子で
あった。
参加動機としては，多くの母親が，多胎育
児サークルのホームページを閲覧し，実際に
きてみようと思った，また，「Ａ県（もしく
はＺ市）＿双子＿サークル」などと検索して
いた，と話していた。これは外出に困難な多
胎育児に加え，周囲に多胎育児者が少なく悩
みの共有が難しい事から，同じ境遇の多胎育
児者の集まりを探すため，インターネットに
頼らざるを得なかった状況にある事を示して
いる。

3 ．多胎育児支援の課題と展望
3-1．多胎育児サークルの継続の課題と展望
Ｚ市に於ける保健所主催，そして自主サー
クルの多胎育児サークルの調査結果から以下
のことが明らかになった。市の保健所は，母
親のための支援をしたいと考えているが，開
催場所の確保には困らないとはいえ予算の確
保や担当者の交代などその活動の限界も垣間
見れた。一方で，自主サークルはサークル活
動を行う為の人員の確保に関して同様に課題
があった。　
ｈ区のサークルリーダーであるEさん（多

胎母）は元々，保健指導の助産師として新生
児訪問活動を行っていた。現在も助産師とし
て病院で活動しており，立ち上げの際には当
時の保健所の保健師が熱心に関わってくれた
という。立ち上げから約10年経過している
（インタビュー当時29））が，それまではｈ区
に多胎育児サークルはなかった。当時，双子
の母親2人が保健センターに掛け合い始めた
という事を保健所の保健師から聞き，「双子
の母同士」ということで紹介され，手伝い始
めたのがきっかけだった。多胎育児サークル
を開催する為の会場の確保は，当時の子育て
担当の保健師がすべて手配をしてくれ，連絡
先も個人ではなく保健所を窓口としてくれた
一方で，プログラムの継続した考案や人員の
確保が難しい為，保健所主催としてはできな
いと言われたという。
ｊ区においては，毎年サークルリーダーを
交代していたが，2015年のサークルリーダー
は他に交代者がいなかったため，2年連続で
リーダーを務めていた。既にサークルリーダー
を1年務めた事からも，約15年続く多胎育児
サークルを潰してはいけないという想いが強
くあると言っていた30）。
以上のことから自主的に多胎育児サークル
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を創設及び継続する要因は，「同じ境遇者を
求めるという行動」であることがわかる。そ
して，ｈ区の当時の保健所の担当者は協力的
に行動している一方で，保健所主催にはでき
ないと述べていることから，行政が多胎育児
者に対してだけの支援を行う為の人員や予算，
時間を確保する条件が厳しい事もあらためて
分かる。これは行政が多胎育児に対する支援
の必要性を感じていても，絶対数が少ないこ
ともあり，理解ある保健師だけでは対応が困
難であることを示している。一方で多胎育児
者だけで活動を始めようとするには，会場の
確保や資金・広報活動，リーダーの代替わり
に問題がある。そして，継続して自主的活動
を行うには，ｈ区のように継続して長年リー
ダーを引き受けることが可能な者の存在や，
j区のような世代交代の人材の確保が必要不
可欠である。従って，当事者を中心とした支
援もしくは当事者が少なからず関わり合いを
持つことが多胎育児サークルには必要不可欠
であって，過酷な多胎育児を経験し，それを
乗り越えてきた者が，後には支援者となり，
自分と同じような過酷な育児の渦中にある多
胎育児者を支援したいという，エンパワメン
トされた多胎育児経験者の存在が今後の存続
に欠かせない。例えば，ｉ区で開催されてい
た保健所主催の多胎育児サークルでは，毎回
母と子を分離して座談会を行っていたが，そ
のような場に多胎育児経験者が加わることで
育児の先が見え，目の前の困難の解決に繋が
るような経験者の情報を得られることによっ
て，さらに多胎育児者はエンパワメントされ
るのではないだろうか。
多胎育児者同士の交流がエンパワメントさ
れているのは，以下の通り参加前と参加後の
自分の変化に気づいている母親が存在してい
る。
Ｆさんは，2015年の3月からｊ区の多胎育

児サークルに参加していた8ヶ月の男女の双
子の母親である。毎日育児に疲れ果てていた
が，インターネットで検索して表示された居
住区の多胎育児サークルの様子を知り，参加
を決めたと言う。参加後には，「自分の気分
がすごく変わった」と話してくれた。買い物
途中に同じ双子の母親を見つけ，自分から声
をかけて友だちになり，多胎育児サークルに
も一緒に参加をするようになったという。更
に，「自分から声をかけたのも，ここにくる
ようになったからだと思っている」と話して
くれた。　　
ｈ区の多胎育児サークルに妊娠期から参加
していたＤさんも多胎育児サークルの存在に
ついて，次のように話してくれた。
「いきぬき，かな」
「児童館に行きたい思いもあるけれど，
二人を連れて自分一人で見られないのは
怖いから。だったら目の届く双子サーク
ルか，自宅にいるかって」
「双子サークルはみんな双子のお母さん
だから，全部ではないけれど分かっても
らえる」
このように，多胎育児者にとって同じ多胎
育児者に出会える多胎育児サークルの存在は
大きい。自分の育児をわかってもらえる場所
は，困難を乗り越えてでも行きたいと思うの
である。多胎育児支援の中で，多胎育児サー
クルは比較的どの地域でも作ることは可能で
ある。こうした多胎育児サークルや多胎育児
者同士の交流会を強化することで，多胎の母
親同士の交流が活発になり，Ｆさんのように
自分以外の多胎育児を行う母親に向けて支援
を行いたいという母親が増えていくことが望
まれる。
以上より，これらのサークルの実態調査か
ら，当事者同士のつながりは情報交換と共感
による不安の解消，育児方法の共有を目的と
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したものであることがわかる。さらにこのよ
うな中での専門家の役割は，より具体的な育
児方法や支援制度などの情報提供などである。
それらが重要であるからこそ，継続するため
には，活動の場所・資金，専門家の援助，情
報の提供方法，すでに就学した多胎児を持つ
育児経験者との交流などが必要となる課題で
あることが明らかになったといえる。
こうした課題を解決する方法の一つとして，

「地域多胎ネット」の存在が挙げられる。「地
域多胎ネット」は県下を包括支援する多胎支
援団体であり，その多くは多胎育児サークル
から発生している。このような団体が発足す
ることにより，多胎育児サークルの継続の課
題は解決され，エンパワメントされた母親が
増えていくという相乗効果も予測できる。

3-2．多胎育児支援の展開
「地域多胎ネット」とは，「多胎児の妊娠・
出産・育児を，市民グループ・行政機関・医
療機関・研究機関などが連携して支援するた
めの，ゆるやかなネットワーク」と規定31）

され，行政や専門職，研究職等と連携し，主
にピアサポートと呼ばれる多胎育児経験者を
中心とした支援活動が行われているものであ
る。この「地域多胎ネット」による効果とし
ては，下記4点が挙げられる。

① 　多胎育児に関心のある様々な職種，さま
ざまな立場の人が同じテーブルにつくこと
によって，それぞれの特性を持ち寄り，支
援の協働を図ることができる。
②�　地域のネットワークによって情報や知識
の共有ができ，それぞれの立場から育児の
当事者に働きかけることができる。
③�　多胎育児の身近な情報交換の場である多
胎児サークルのリーダーの資質を交流に
よって高め，サークル活動が活性化してい

くようサポートすることができる。
④�　多胎育児家庭訪問ピアサポート活動にお
いて，地域の特性に見合った情報提供など
の活動へのバックアップができる。

 ①～④；32）

このような活動内容の具体例としては，多
胎児サークルの立ち上げや活動の支援，多胎
児家庭の交流イベントの開催，ピアサポート
活動，多胎プレパパママ教室の開催，等があ
る33）。中でも，ピアサポート活動については，
多胎育児サークルのみならず，多胎児家庭へ
の訪問や，多胎育児教室へのピアサポーター
の派遣，ピアサポーターの養成講座などもあ
げられる34）。多胎プレパパママ教室とは，多
胎妊娠期による育児教室を指し，父親の参加
も呼びかけているが，これらは育児協力者の
確保が難しい多胎育児を行う家庭には，父親
の育児協力が不可欠であることにある。そも
そも一人で多胎児を連れた外出等が難しい母
親にとって，近隣に支援者がいない，親族な
どに介助を頼むことができないような状況で
あれば，このような多様な支援の必要性は高
い。
多胎育児支援の代表的な支援とも言える多
胎育児サークルであるが，その参加者は年々
減少傾向にある35）。これは，産後復職する女
性が増えたことや，経済的負担の大きい多胎
育児の家計を補うために働く母親が増加して
いることが考えられている。しかし一方で，
岐阜県の，ぎふ多胎ネットの調査では，「ふ
たごを育てている仲間とどこで会いましたか」
との質問に「多胎サークル」の回答が一番多
いという結果がある36）。「ふたごを育ててい
る仲間」に「会う」には，いくら情報が氾濫
したとはいえ，多胎育児サークルの存在が欠
かせないということになり，その意義は大き
い。従って，このような場所を継続して開催
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し続けるためにも，復職前に多胎育児サーク
ルの開催に関する地域の情報を，多胎育児家
庭が簡単に入手できる必要がある。例えば，
静岡県では県下で行われている多胎育児サー
クルの一覧を地図上に示したものを母子手帳
配布時に配布している。自分の居住地域にど
のような多胎育児サークルが存在するか一目
瞭然でわかるものを妊娠期から入手すること
で，その情報を活用する多胎育児者は増加す
ると考える。これと並行して，インターネッ
ト上で県下の多胎育児サークルがわかるよう
なページが望まれるが，地図や一覧できるペー
ジを作成するには，多胎育児サークルの活動
を把握できるような包括的支援やしくみのあ
る地域多胎ネットの存在が欠かせない。
ぎふ多胎ネットでは，岐阜県を中心として，
多胎育児家庭に様々な支援を行なっている。
子育て教室もその一つであるが，妊娠期には
「多胎プレパパママ教室」，入院中の妊婦には
「病院サポート訪問」，産後には「赤ちゃん訪
問事業」「多胎児健診サポート」等を行い，
更には「多胎育児教室」や多胎児関連のイベ
ント，専門職向けの研修会なども行なってい
る。このように，地域多胎ネットが設立され
ることにより，行政や専門職及び研究職を交
えた多様な職種にも多胎育児に関する情報が
広がり，多胎育児サークルも活性化され，エ
ンパワメントを引き出すような支援に繋がる
と考える。先述のとおり「多胎プレパパママ
教室」では多胎育児経験者が支援するととも
に，助産師，保健師を交えた教室が行われ，
「病院サポート訪問」では病院の医師・看護
師の理解の元，「赤ちゃん訪問事業」では保
健師と帯同している。従って，多胎育児経験
者が中心となった支援の中で，多胎育児の困
難さを専門職にも啓発し，地域全体で多胎育
児に対する理解を広めていく必要がある。こ
のようなことからも，単胎児家庭よりも更に

孤立しやすい状況にあるともいえる多胎育児
家庭への包括的かつ多様な支援が，地域の格
差なく広まることが早急に望まれる。

3-3．多胎育児支援の拡大と周知及び展望
これまで述べたような多胎育児への支援は，
今後どのようにしたら拡大と周知がなされて
いくのだろうか。前節で述べたような地域多
胎ネットは2019年9月の時点で全国に11箇
所存在している。徐々に拡大している状況に
あるが，これまでの発足の傾向を見ると，発
起人の多くは先述したように多胎育児経験者
であり，多胎育児サークルからの派生が多い。
さらには多胎育児の困難さを乗り越え，地域
の支援の薄さに嘆くだけでなく，地域全体で
未来の多胎育児支援に取り組もうとする熱意
と冷静さを持った人が多いと感じる。今後地
域多胎ネットが普及し，多胎育児支援の地域
格差を縮めていくためにも，既に存在してい
る地域多胎ネットにおいては，活動の実績を
積み上げていくことが必要不可欠である。さ
らに，お互いの地域の支援を紹介し合うこと
で再度自分の地域にあった支援方法を考える
きっかけにもなると考えられる。
また，適切な支援を各地域に構築していく
事も必要であるが，その支援をいかに「知り」，
利用しやすくしなければならない。それには
多胎児を妊娠し保健センターや保健所で母子
手帳を受け取るのと同時に公的支援やその地
域の多胎育児支援を知るのが望ましいと考え
る。筆者も母子手帳交付時に居住地域の多胎
育児サークルの存在を初めて知ったが，産前
産後事業やベビーシッター派遣事業の存在は，
その際にもその後にも知らされてはいない。
妊娠期当時の居住地域が地域多胎ネットの構
築されていない地域だったということもある
が，私以外にもその存在や公的支援をどのよ
うに活用すれば良いのか分からない母親もい
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たことであろう。また，先述のとおり多胎妊
娠者の管理入院は約7割存在し，その危機的
な妊婦に対しては様々な支援の説明がなされ
ているのかも知れない。しかし，一方で残り
の3割は比較的に健康的な状態で多胎妊娠を
経過することで，産後も特に支援が必要と見
なされていないのではないだろうか。そうし
た場合，産後の経過をも順調と見なされるこ
とで，育児の支援を「知る」ことから抜け落
ちる可能性も考えられる。従って，多胎児を
妊娠していることが分かり，2冊分の母子手
帳を受け取る際に多様な多胎育児支援情報を
受け取れることが望まれる。
Ｚ市の調査で明らかにしたとおり，マイノ
リティな立場にある多胎の母親への支援は未
だ脆弱である。多胎育児を行う母親は，虐待
事件が起こる度に社会に注目され，その育児
の困難な状況が明らかにされるが，多胎育児
だけが大変な育児ではない，という事でその
先の理解が広がらない状況にある。さらに多
胎育児支援には地域多胎ネットの有無や多胎
育児サークルの有無により，地域格差がある。
こうした地域格差を解消し，多胎育児の実態
に関する社会的な理解が広まることが早急に
望まれる。その上で，多胎育児の困難さを知
り支援を受けることは「甘え」ではないこと，
そして多胎育児の楽しさを多胎育児家庭以外
の人々にも理解してもらう事で，多胎の孤立
した育児の壁を取り払うことができると考え
る。地域多胎ネット等の構築後の新たな課題
としては，より多くの人々への多胎育児支援
の周知活動も今後は求められる。

最後に，今回の論文を執筆するにあたり，
調査に回答していただいた方々に感謝の意を
表したい。また，この論文は2015年度金城
学院大学博士課程前期課程修士論文に加筆し
たものである。
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